
１．成果目標等　

＜第７期大阪府障がい福祉計画＞

（４）福祉施設から一般就労への移行等

①就労移行支援等を通じた一般就労への移行者数

項　目 数　値 項　目 数　値

【目標値】
令和８年度中の就労移行支援等を通じた
一般就労移行者数

2,994人
【目標値】
令和８年度中の就労継続支援A型を通じ
た一般就労移行者数

558人

【目標値】
令和８年度中の就労移行支援を通じた
一般就労移行者数

2,034人
【目標値】
令和８年度中の就労継続支援B型を通じ
た一般就労移行者数

361人

【目標値】
令和８年度　就労移行支援事業所のうち、
就労移行支援事業利用終了者に占める
一般就労へ移行した者の割合が５割以上
の事業所の割合

６割以上

②就労定着支援の利用者数

項　目 数　値

【目標値】
令和８年度末の就労定着支援利用者数

1,747人

【目標値】
令和８年度の就労定着支援の就労定着率

就労定着支援事業の利用終
了後の一定期間における就
労定着率が７割以上となる就
労定着支援事業所の割合が
２割５分以上

③就労継続支援B型事業所における工賃の平均額

項　目 数　値

【目標値】
令和８年度の就労継続支援B型事業所に
おける工賃の平均額

16,500円

国の基本指針においては、令和８年度中の就労移行支援等（就労移行支援、就労継続支援A型・B型、生活介護、自立
訓練）を通じた一般就労への移行者数について、令和３年度実績の1.28倍以上とすることなどを基本として、成果目標

を設定しています。
大阪府としては、国の基本指針を踏まえた目標設定とし、令和８年度中の就労移行支援等を通じた一般就労への移行

者数について令和３年度実績の1.28倍以上、就労移行支援を通じた一般就労への移行者数について令和３年度実績の
1.31倍以上、就労継続支援A型を通じた一般就労への移行者数について令和元年度実績の1.29倍以上、就労継続支援B型
を通じた一般就労への移行者数について令和３年度実績の1.28倍以上とすることを目標として設定します。
また、国の基本指針においては、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行

した者の割合が５割以上の事業所を５割以上とすることを基本としてしています。
大阪府としては、府の実情を踏まえ、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ

移行した者の割合が５割以上の事業所を６割以上とすることを目標として設定します。

国の基本指針においては、令和８年度末の就労定着支援事業の利用者数を令和３年度末実績の1.41倍以上とし、就
労定着率については、令和８年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が７割以上となる
就労定着支援事業所の割合を２割５分以上とすることを基本として、成果目標を設定しています。
大阪府としては、国の基本指針を踏まえた目標設定とし、令和８年度末の就労定着支援事業の利用者数を令和３

年度末実績の1.41倍以上とし、就労定着率については、令和８年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期
間における就労定着率が７割以上となる就労定着支援事業所の割合を２割５分以上とすることを目標として設定
します。

大阪府は全国と比べて工賃実績が低く、市町村によって水準に差が見られる状況にあります。また、国の基本指針
においては、就労継続支援B型の利用者数及び見込量の設定にあたっては、工賃の平均額についての目標水準を設定
することが望ましいとされています。

このため大阪府では、工賃の平均額について成果目標を設定することとし、就労継続支援B型事業所が設定した目

標額を踏まえ、令和８年度における目標値を設定します。

参考資料２－２
「第５次大阪府障がい者計画」中間見直し（案）に対する府民意見等の募集について（抜粋）

募集期間：令和６年２月１日（木曜日）１４時から令和６年３月１日（金曜日）
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